
 

議 案 第 １ ０ 号  

 

 

 

富士見市老人介護手当支給条例の一部を改正する条例の制定について 

 富士見市老人介護手当支給条例（昭和４７年条例第５３号）の一部を改正する条例

を別紙のとおり制定する。 

 

 

 

  平成２８年２月２３日提出 

 

 

 

富士見市長 星 野 信 吾     

 

 

 

提 案 理 由 

 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関

する法律の施行による介護保険法の一部改正に伴い、富士見市老人介護手当支給条例

の一部を改正したいので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、この案を

提出します。 

 



 

富 士 見 市 老 人 介 護 手 当 支 給 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

 

 富士見市老人介護手当支給条例（昭和４７年条例第５３号）の一部を次のように改

正する。 

 第３条第１項第３号中「同条第１８項」を「同条第２０項」に、「同条第１９項」

を「同条第２１項」に改め、同項第４号中「第８条第２０項」を「第８条第２２項」

に、「同条第２２項」を「同条第２５項」に改める。 

 第７条中「一に」を「いずれかに」に改める。 

   附 則 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 


